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■意見聴取期間 

アンケート調査期間：令和 5年 6月 8 日～令和 5年 7月 7 日 

ヒアリング調査期間：令和 5年 6月 8 日～令和 5年 7月 7 日 

 

■意見聴取の実施状況 

 

出典：第2回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-3(1) 地域の課題（第 1回意見聴取結果）について 

  

地域の現状と課題（第１回地域の意見聴取結果）について 
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出典：第2回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-3(2) 地域の課題（第 1回意見聴取結果）について 

  

地域の現状と課題（第１回地域の意見聴取結果）について 
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出典：第2回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-3(3) 地域の課題（第 1回意見聴取結果）について 

  

地域の現状と課題（第１回地域の意見聴取結果）について 
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出典：第2回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-3(4) 地域の課題（第 1回意見聴取結果）について 

  

地域の現状と課題（第１回地域の意見聴取結果）について 
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■意見聴取期間 

アンケート調査期間：令和 6年 6月 13 日～令和 6年 7月 8日 

ヒアリング調査期間：令和 6年 6月 13 日～令和 6年 7月 18 日 

 

■意見聴取の実施状況 

 

出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-4(1) 重視すべき事項（第 2回意見聴取結果）について 

  

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 
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出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-4(2) 重視すべき事項（第 2回意見聴取結果）について 

  

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 
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出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-4(3) 重視すべき事項（第 2回意見聴取結果）について 

  

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 
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■ヒアリング結果：ルート帯案を考える際に重要と思う項目 

■ヒアリング結果：ルート帯案を考える際に配慮すべき項目 

出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-4(4) 重視すべき事項（第 2回意見聴取結果）について 

  

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 
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■香川県、高松市の意見 

 

出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-4(5) 重視すべき事項（第 2回意見聴取結果）について 

  

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 
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2) 事業実施想定区域の位置又は規模に関する複数の案の設定についての考え方 

本事業に係る計画段階配慮事項についての検討にあたっては、事業実施想定区域の位置又

は規模に関する複数の案（以下、「複数案」という。）を適切に設定する必要があり、複数案

としては、政策目標や地形・地質条件、自然環境、生活環境、コスト縮減などを踏まえて設

定しました。 

 

3) 複数案の設定にあたっての考え方 

複数案のルート設定にあたっては、高松環状道路に必要な道路の機能、概略ルート・構造

を検討する際の前提条件（第 3章 第 1 節 都市計画対象道路事業の目的）を踏まえ、地域の

課題を解決する案として 3案を選定しました。 

 

表 3-3-1 ルートの概要 

 
A 案：全線バイパス案 

B 案：バイパス案 

(一部高松自動車道活用) 

C 案：現道改良案 

(一部高松自動車道活用) 

ルートの

概要 

全線をバイパスとし、通過

交通等の転換および沿岸部

の各拠点へのアクセス性を

重視し、既成市街地への影

響に配慮したルート 

沿岸部の各拠点等へのアク

セス性を重視したバイパス

ルート 

（一部高松自動車道活用）

中心市街地へのアクセス性

を重視した現況道路（中央

通り）を改良するルート 

（一部高松自動車道活用）

 

 
出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-5 計画段階評価における事業実施想定区域の位置又は規模に関する複数の案の位置図 
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4) 比較評価結果 

第 4 回四国地方小委員会において、意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）をとりま

とめ、政策目標や生活環境等の配慮すべき事項について、意見聴取で重視されている項目を

踏まえて、複数案の比較評価を行いました。複数案の比較評価は、表 3-3-2 に示すとおりで

す。 

比較評価の結果、「A 案 全線バイパス案」は、全ての政策目標の達成が見込まれるほか、

意見聴取で重要との意見が多く寄せられた「渋滞緩和」「生活環境への影響が少ないこと」と

いう点で優れています。 

以上を踏まえ、図 3-3-6 に示すとおり、対応方針（案）を示しました。 
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表 3-3-2 事業実施想定区域の位置又は規模に関する複数の案での比較評価の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：第4回四国地方小委員会資料 
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出典：第4回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-6 対応方針（案）まとめ 

  

対応方針（案）まとめ 
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3.2 計画段階環境配慮書以降方法書までの検討の経緯 

四国地方小委員会での有識者や地域住民・企業等の意見を踏まえ、事業予定者（概略計画の

検討を実施した主体）が、「計画段階環境配慮書」（以下、「配慮書」という。）を作成し、令和

7 年 6月に高松市長意見、同年 8月に香川県知事意見、国土交通大臣意見をもって、配慮書の

手続きを完了しました。その後、配慮書において複数案としていたルート帯のうち、「A案 全

線バイパス案」を対応方針として決定しました。選定した理由は、以下に示すとおりです。 

 

（理由） 

○A 案及び B 案は、C 案と比べ、全ての政策目標の達成が見込まれる。 

○また、A 案は、B 案に比べ意見聴取で重要との意見が多く寄せられた「渋滞緩和」「生活環境

等への影響が少ないこと」という点で優れている。 

 

 




